
『合併処理浄化槽』へ切り替えを検討してみませんか？
　１０月１日は「浄化槽の日」です。今、河川や海などの水質汚染が社会問題となっています。その主
な原因は生活排水で、特に台所や風呂場の雑排水だと言われています。
　汲み取り式トイレや単独浄化槽（みなし浄化槽）から合併処理浄化槽への切り替えを行い、快適で文
化的な生活を確保するとともに河川等の水質汚濁を防止しましょう。
　東秩父村では、平成１４年に生活排水重点地域の指定を受け、ご家庭に代わり村が合併処理浄化槽を
設置し、維持・管理を行う事業を推進しています。設置基準額の１割と維持管理費を家庭で負担してい
ただくことになりますが、子どもたちの遊び場やきれいな水源地を守るためにも、趣旨をご理解いただ
き市町村設置型合併処理浄化槽の設置にご協力くださいますようお願いいたします。
◎市町村設置型合併処理浄化槽の特徴
短時間で設置
　通常、浄化槽本体工事のみの場合は約１週間という短期間で設置できます。
村が設置
　村が設置し、貸し出す方法をとりますので、設置費や維持費の負担が少ない。
工事に伴う自己負担金額

専用住宅
( 別荘を含む )

　５人槽（標準仕様） １０２，０００円
　７人槽（標準仕様） １１３，４００円
１０人槽（標準仕様） １３８，０００円

人槽区分の算定（専用住宅の場合の参考例）
建築基準法による区分

使用予定世帯員数
延べ床面積
130㎡未満

延べ床面積
130㎡以上

二世帯住宅
(台所及び浴室
が２ケ所以上 )

４人まで ５人槽 ７人槽 １０人槽
５人 ７人槽 ７人槽 １０人槽
６人以上 １０人槽 １０人槽 １０人槽

維持管理費
　専用住宅 ( 別荘を含む ) １０人槽以下の場合
　　浄化槽使用料…２，６００円（月額）
　　汚泥清掃料…汲取り汚泥１０ℓにつき１０５円（随時）　　※清掃は概ね１年に１回です。
問合せ　　保健衛生課　環境衛生担当　☎８２－１７７７

※�耐荷重 ( 駐車場 ) 仕様は金額が異なり
ますのでお問い合わせください。

※�工事に伴う負担金とは別
に、配管に伴う工事費及び
撤去費がかかりますが、配
管費に対し上限２０万円、
撤去費に対し上限１０万円
の補助が出ます。

こどもへのインフルエンザ予防接種を補助します
　村では１１月（１０月に接種したものを含む）より、令和元年１０月１日現在において生後６か月以
上のお子さまから令和２年４月１日までに満１８歳に達する方までを対象としたインフルエンザ予防接
種の補助を行います。こどものインフルエンザ感染予防と、保護者の経済的負担軽減を目的としていま
す。１回の接種につき、３，０００円を、同一年度内に２回まで補助します。
（但し、１回あたりの接種金額が３，０００円未満の場合はその額とします）
　接種後、村の補助金交付申請書に必要事項を記入し、領収書（インフルエンザ予防接種の名称・接種
日・接種者名が必ず記載された領収書）を添付して、住民福祉課または保健センターに提出してくださ
い。対象者には申請書等を郵送いたします。� 問合せ　　住民福祉課　☎８２－１２２６

燃えるごみの減量にご協力ください
　小川地区衛生組合ごみ焼却施設は、１０月１１
日（金）から１１月１６日（土）まで、修繕工事
のため休炉となります。住民の皆さんのごみの出
し方は通常どおりですが、普段からご協力いただ
いている燃えるごみの分別を再度確認お願いしま
す。特に下記の内容をご確認いただき、「ごみの減
量化」にご協力をお願いいたします。
　・�封筒やお菓子の箱などの雑紙は資源回収へお

願いします。
　・生ごみはしっかりと水切りをしましょう。
　ごみの減量は、住民の一人ひとりのご協力がな
いとできません。皆さんのご理解ご協力をお願い
いたします。
問合せ　　保健衛生課　☎８２－１７７７

埼玉県最低賃金改定のお知らせ
　１０月１日から埼玉県最低賃金は時
間額９２６円（引上げ額２８円）とな
ります。
　埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度
を定めるもので、年齢や雇用形態に関
係なく、パートや学生アルバイトを含
め、県内の事業場で働くすべての労働
者に適用されます。使用者も、労働者
も、賃金額が１時間当たり９２６円以
上かどうか必ず確認しましょう（※一
部の産業には、特定（産業別）最低賃
金も適用されます）。詳しくは、埼玉
労働局労働基準部賃金室（☎０４８－
６００－６２０５）または、最寄りの
労働基準監督署へお尋ねください。
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